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○
国
土
交
通
省
令
第
五
号

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同

法
を
実
施
す
る
た
め
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
調
査
機
関
等
に

関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
三
日

国
土
交
通
大
臣

金
子

一
義

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
建
築
物
調
査
機
関
等
に
関
す
る
省
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

登
録
建
築
物
調
査
機
関
（
第
二
条－

第
二
十
条
）

第
三
章

登
録
講
習
機
関
（
第
二
十
一
条－
第
三
十
三
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。
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第
二
章

登
録
建
築
物
調
査
機
関

（
建
築
物
調
査
の
申
請
）

第
二
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
建
築
物
調
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
登
録
建
築
物
調
査
機
関

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
建
築
物
調
査
申
請
書
を
当
該
登
録
建
築
物
調
査
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間
）

第
三
条

法
第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
法
第
七
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
る
勧
告
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
（
法
第
七
十
五
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
を
し
た
日
の
属
す
る
年
度
と
同
条
第
六
項
の
勧
告
の
日
の
属
す
る
年
度
が
異
な
る
場
合
に
は
、
二
年

）
と
す
る
。

（
書
面
の
交
付
）

第
四
条

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
書
面
を
交
付
し
て
行
う
も
の
と

す
る
。

（
報
告
）

第
五
条

法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
報
告
書
一
通
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
登
録
の
申
請
）
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第
六
条

法
第
七
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
登
録
申

請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
事
業
所
が
建
築
物
調
査
の
業
務
を
行
う
区
域
を
記
載
し
た
書
類

三

登
録
申
請
者
が
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説

明
し
た
書
類

四

調
査
員
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
並
び
に
当
該
者
が
法
第
七
十
六
条
の
九
に
規
定
す

る
一
級
建
築
士
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
及
び
登
録
講
習
機
関
が
行
う
建
築
物
調
査
講
習
の
課
程
を
修
了
し

た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

法
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
部
門
（
以
下
「
建
築
物
調
査
部
門
」
と
い
う
。
）
及
び
同

号
ハ
に
規
定
す
る
専
任
の
部
門
（
以
下
「
信
頼
性
確
保
部
門
」
と
い
う
。
）
の
組
織
を
説
明
し
た
書
類

六

建
築
物
調
査
部
門
の
専
任
の
管
理
者
（
以
下
「
建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
」
と
い
う
。
）
及
び
信
頼
性
確
保
部

門
の
責
任
者
（
以
下
「
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
戸
籍
謄
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

七

建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
及
び
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
が
登
録
建
築
物
調
査
機
関
の
役
員
又
は
当
該
部
門
を

管
理
す
る
上
で
必
要
な
権
限
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
書
類
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八

法
第
七
十
六
条
の
八
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
文
書
と
し
て
、
第
十
条
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
及
び
次

に
掲
げ
る
文
書

イ

組
織
内
の
各
部
門
の
権
限
、
責
任
及
び
相
互
関
係
等
に
つ
い
て
記
載
し
た
文
書

ロ

建
築
物
調
査
の
業
務
の
管
理
に
関
す
る
内
部
点
検
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書

ハ

精
度
管
理
（
建
築
物
調
査
の
精
度
を
適
切
に
保
つ
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
方
法
を
記
載
し
た
文
書

ニ

信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
及
び
信
頼
性
確
保
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
研
修
の
計
画
を
記
載
し
た
文
書

九

建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
及
び
建
築
物
調
査
部
門
の
業
務
に
従
事
す
る
者
の
研
修
の
計
画
を
記
載
し
た
文
書

十

建
築
物
調
査
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要
を
記
載
し
た
書
類

（
登
録
の
更
新
の
手
続
）

第
七
条

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
更
新
の
申
請

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
の
業
務
）

第
八
条

建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

建
築
物
調
査
部
門
の
業
務
を
統
括
す
る
こ
と
。

二

次
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
報
告
を
受
け
た
文
書
に
従
い
、
当
該
業
務
に
つ
い
て
速
や
か
に
改
善
措
置
を
講
ず
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る
こ
と
。

三

建
築
物
調
査
に
つ
い
て
第
十
条
に
規
定
す
る
標
準
作
業
書
に
基
づ
き
、
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、
標
準
作
業
書
か
ら
逸
脱
し
た
方
法
に
よ
り
建
築
物
調
査
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
を
評
価
し
、
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

そ
の
他
必
要
な
業
務

（
信
頼
性
確
保
部
門
の
業
務
）

第
九
条

信
頼
性
確
保
部
門
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

第
六
条
第
八
号
ロ
の
文
書
に
基
づ
き
、
建
築
物
調
査
の
業
務
の
管
理
に
つ
い
て
内
部
点
検
を
定
期
的
に
行
う
こ

と
。

二

第
六
条
第
八
号
ハ
の
文
書
に
基
づ
き
、
精
度
管
理
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
文
書
か
ら
の
逸
脱
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
そ
の
内
容
を
評
価
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

三

第
一
号
の
内
部
点
検
及
び
第
二
号
の
精
度
管
理
の
結
果
（
改
善
措
置
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
改
善

措
置
の
内
容
を
含
む
。
）
を
建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
必
要
な
業
務

（
建
築
物
調
査
の
方
法
）

第
十
条

法
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
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法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
標
準
作
業
書
に
基
づ
く
書
類
調
査
及
び
現
地
調
査
に
よ
る
方
法
と
す
る
。

一

建
築
物
調
査
の
項
目
及
び
項
目
ご
と
の
調
査
方
法

二

建
築
物
調
査
に
当
た
っ
て
の
注
意
事
項

三

建
築
物
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
結
果
の
処
理
の
方
法

四

建
築
物
調
査
に
関
す
る
記
録
の
帳
簿
へ
の
記
載
事
項

五

作
成
及
び
改
定
年
月
日

（
利
害
関
係
を
有
す
る
事
業
者
）

第
十
一
条

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
著
し
い
利
害
関
係
を
有
す
る
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

当
該
登
録
建
築
物
調
査
機
関

二

当
該
登
録
建
築
物
調
査
機
関
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
親
株
式
会
社
（
当
該
登
録
建
築
物
調
査
機
関

を
子
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
と
す

る
株
式
会
社
を
い
う
。
）

三

役
員
又
は
職
員
（
過
去
二
年
間
に
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
登

録
建
築
物
調
査
機
関
の
役
員
に
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
を
超
え
る
事
業
者

四

役
員
又
は
職
員
の
う
ち
に
当
該
登
録
建
築
物
調
査
機
関
（
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
当
該
登
録
建
築
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物
調
査
機
関
の
代
表
権
を
有
す
る
役
員
が
含
ま
れ
て
い
る
事
業
者

（
事
業
所
の
変
更
の
届
出
）

第
十
二
条

登
録
建
築
物
調
査
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
業
務
規
程
の
届
出
）

第
十
三
条

登
録
建
築
物
調
査
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一

項
前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
築
物
調
査
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週
間

前
ま
で
に
、
様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
建
築
物
調
査
業
務
規
程
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
）

第
十
四
条

登
録
建
築
物
調
査
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
十
五
条

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
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る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

建
築
物
調
査
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二

事
業
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
事
業
所
が
建
築
物
調
査
の
業
務
を
行
う
区
域
に
関
す
る
事
項

三

建
築
物
調
査
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

四

建
築
物
調
査
の
業
務
の
実
施
及
び
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項

五

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
の
交
付
に
関
す
る
事
項

六

建
築
物
調
査
に
関
す
る
料
金
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

七

建
築
物
調
査
を
実
施
す
る
調
査
員
、
建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
及
び
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
の
選
任
及
び
解

任
に
関
す
る
事
項

八

建
築
物
調
査
を
実
施
す
る
調
査
員
、
建
築
物
調
査
部
門
管
理
者
及
び
信
頼
性
確
保
部
門
責
任
者
の
配
置
に
関
す

る
事
項

九

建
築
物
調
査
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項

十

建
築
物
調
査
の
申
請
書
そ
の
他
建
築
物
調
査
に
関
す
る
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

十
一

財
務
諸
表
等
（
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
等

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
備
置
き
及
び
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
等
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る
事

項
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十
二

建
築
物
調
査
の
業
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
調
査
の
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
建
築
物
調
査
業
務
の
休
廃
止
）

第
十
六
条

登
録
建
築
物
調
査
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
規

定
に
よ
り
建
築
物
調
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
八

に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
等
）

第
十
七
条

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と
す
る
。

２

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
建
築
物
調
査
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法
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（
帳
簿
）

第
十
八
条

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

建
築
物
調
査
の
申
請
を
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

建
築
物
調
査
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

三

建
築
物
調
査
を
行
っ
た
建
築
物
の
名
称
及
び
所
在
地

四

建
築
物
調
査
を
行
っ
た
年
月
日

五

建
築
物
調
査
を
行
っ
た
調
査
員
の
氏
名

六

建
築
物
調
査
の
概
要
及
び
結
果

七

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
書
面
を
交
付
し
た
年
月
日

八

法
第
七
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
た
年
月
日

九

第
六
条
第
八
号
ニ
及
び
同
条
第
九
号
の
研
修
に
関
す
る
記
録

十

第
九
条
第
一
号
の
内
部
点
検
及
び
同
条
第
二
号
の
精
度
管
理
の
結
果
（
改
善
措
置
が
必
要
な
場
合
に
あ
っ
て
は

、
当
該
改
善
措
置
の
内
容
を
含
む
。
）
に
関
す
る
記
録

２

登
録
建
築
物
調
査
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
帳
簿
を
保
存
す
る
と
き
は
、
記
載
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
三
年
間
保
存
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
十
九
条

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電
子

計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
記

録
の
保
存
を
も
っ
て
法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
帳
簿
の
保
存
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
公
示
）

第
二
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
七
十
六
条
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と

一

登
録
建
築
物
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び

き
。

に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
を
し
た
年
月
日

三

建
築
物
調
査
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て

一

登
録
建
築
物
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
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準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
届

二

変
更
す
る
年
月
日

出
が
あ
っ
た
と
き
。

三

変
更
後
の
建
築
物
調
査
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
所
在
地

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て

一

登
録
建
築
物
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
届

二

建
築
物
調
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は

出
が
あ
っ
た
と
き
。

廃
止
す
る
年
月
日

三

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
建
築
物
調
査
の
業
務
に
係
る
区

域
四

建
築
物
調
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

法
第
七
十
六
条
の
十
に
お
い
て
読
み
替
え
て

一

登
録
建
築
物
調
査
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
登

二

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
建
築
物
調
査
の
業
務
の
全
部
若

録
を
取
り
消
し
、
又
は
建
築
物
調
査
の
業
務

し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
年
月
日

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と

三

建
築
物
調
査
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た

き
。

場
合
に
あ
っ
て
は
、
停
止
を
命
じ
た
建
築
物
調
査
の
業
務
に

係
る
区
域
及
び
そ
の
期
間

第
三
章

登
録
講
習
機
関



- 13 -

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
一
条

法
第
七
十
六
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

登
録
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
九
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

二

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
を
記
載
し
た
書
類

三

登
録
申
請
者
が
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
各
号
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を

説
明
し
た
書
類

四

法
第
七
十
六
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
建
築
物
に
係
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
実
務
に
関

す
る
科
目
を
担
当
す
る
講
師
が
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
（
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
業
務

の
種
類
及
び
概
要
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
書
類

六

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

（
登
録
の
更
新
）

第
二
十
二
条

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
更
新
の
申
請
を
し

よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
十
に
よ
る
申
請
書
に
前
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
実
施
基
準
）

第
二
十
三
条

法
第
七
十
六
条
の
十
三
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

建
築
物
調
査
講
習
を
毎
年
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

二

建
築
物
調
査
講
習
は
講
義
及
び
修
了
考
査
に
よ
り
行
い
、
講
習
時
間
の
合
計
は
お
お
む
ね
七
時
間
と
し
、
講
習

科
目
ご
と
の
講
習
時
間
は
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
時
間
と
す
る
こ
と
。

三

講
習
科
目
に
応
じ
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
含
む
適
切
な
内
容
の
教
材
を
用
い
る
こ
と
。

四

講
師
は
講
義
の
内
容
に
関
す
る
受
講
者
の
質
問
に
対
し
、
講
義
中
に
適
切
に
応
答
す
る
こ
と
。

五

修
了
考
査
は
、
講
義
の
終
了
後
に
行
い
、
調
査
員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
修
得
し
た
か
ど
う
か
を
判

定
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

建
築
物
調
査
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
（
以
下
「
講
習
修
了
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
様
式
第
十
一
の

修
了
証
（
以
下
単
に
「
修
了
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
。

七

不
正
な
受
講
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

八

建
築
物
調
査
講
習
を
実
施
す
る
日
時
、
場
所
そ
の
他
建
築
物
調
査
講
習
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
及
び
当
該

建
築
物
調
査
講
習
が
登
録
講
習
機
関
と
し
て
行
う
建
築
物
調
査
講
習
で
あ
る
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

九

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
業
務
が
登
録
講
習
機
関
と
し
て
行
う
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建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
で
あ
る
と
誤
認
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
表
示
そ
の
他
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
。

（
事
業
所
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
四
条

登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
講
習
業
務
規
程
の
届
出
）

第
二
十
五
条

登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項

前
段
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
日
の
二
週

間
前
ま
で
に
、
様
式
第
十
三
に
よ
る
届
出
書
に
当
該
届
出
に
係
る
建
築
物
調
査
講
習
業
務
規
程
を
添
え
て
、
国
土
交

通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
講
習
業
務
規
程
の
変
更
の
届
出
）

第
二
十
六
条

登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
一
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
四
に
よ
る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
講
習
業
務
規
程
の
記
載
事
項
）

第
二
十
七
条

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
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定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

二

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
を
行
う
事
業
所
及
び
講
習
の
実
施
場
所
に
関
す
る
事
項

三

建
築
物
調
査
講
習
の
実
施
に
係
る
公
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

四

建
築
物
調
査
講
習
の
受
講
の
申
請
に
関
す
る
事
項

五

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

六

建
築
物
調
査
講
習
の
内
容
及
び
時
間
に
関
す
る
事
項

七

建
築
物
調
査
講
習
に
用
い
る
教
材
に
関
す
る
事
項

八

修
了
考
査
の
方
法
に
関
す
る
事
項

九

修
了
証
の
交
付
に
関
す
る
事
項

十

建
築
物
調
査
講
習
に
関
す
る
料
金
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

十
一

帳
簿
そ
の
他
の
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
に
関
す
る
書
類
の
管
理
に
関
す
る
事
項

十
二

財
務
諸
表
等
（
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表

等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
備
置
き
及
び
財
務
諸
表
等
の
閲
覧
等
の
請
求
の
受
付
に
関
す
る

事
項

十
三

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
に
関
す
る
公
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項
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十
四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
に
関
し
必
要
な
事
項

（
建
築
物
調
査
講
習
業
務
の
休
廃
止
の
届
出
）

第
二
十
八
条

登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
の
届
出
を
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
五
に
よ

る
届
出
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
等
）

第
二
十
九
条

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
第
三
号
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
出
力
装
置
の
映
像
面
に
表
示
す
る
方
法
と

す
る
。

２

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
四
十
七
条
第
二
項
第
四
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
電
磁
的
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
登
録
講
習
機
関
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

送
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
受
信
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
当
該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
が
送
信
さ
れ
、
受
信
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
が
記
録
さ
れ
る
も
の

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
情
報
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物

を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
情
報
を
記
録
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方
法



- 18 -

（
帳
簿
）

第
三
十
条

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

建
築
物
調
査
講
習
を
行
っ
た
年
月
日

二

建
築
物
調
査
講
習
の
実
施
場
所

三

建
築
物
調
査
講
習
を
行
っ
た
講
師
の
氏
名
並
び
に
当
該
講
習
に
お
い
て
担
当
し
た
講
習
科
目
及
び
そ
の
時
間

四

受
講
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日

五

講
習
修
了
者
に
あ
っ
て
は
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
修
了
証
を
交
付
し
た
年
月
日
及
び
修
了
証
の
番
号

２

登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
帳
簿
を
保
存
す
る
と
き
は
、
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
磁
的
方
法
に
よ
る
保
存
）

第
三
十
一
条

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
、
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
、
当
該
記
録
が
必
要
に
応
じ
電

子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
を
用
い
て
直
ち
に
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
保
存
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該

記
録
の
保
存
を
も
っ
て
法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
帳
簿
の
保

存
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
保
存
を
す
る
場
合
に
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

（
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
引
継
ぎ
）

第
三
十
二
条

登
録
講
習
機
関
は
、
法
第
七
十
六
条
の
十
四
第
二
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

二

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
を
国
土
交
通
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

三

そ
の
他
国
土
交
通
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
行
為

（
公
示
）

第
三
十
三
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
に
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
七
十
六
条
の
九
第
一
項
の
登
録
を
し
た

一

登
録
講
習
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人

と
き
。

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

登
録
を
し
た
年
月
日

三

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
名
称
及
び
所

在
地

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え

一

登
録
講
習
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
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て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

二

変
更
す
る
年
月
日

届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

三

変
更
後
の
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
を
行
う
事
業
所
の
所

在
地

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え

一

登
録
講
習
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

て
準
用
す
る
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る

二

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、

届
出
が
あ
っ
た
と
き
。

又
は
廃
止
す
る
年
月
日

三

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
に
係

る
事
業
所
の
所
在
地

四

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

法
第
七
十
六
条
の
十
六
に
お
い
て
読
み
替
え

一

登
録
講
習
機
関
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

て
準
用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り

二

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
全

登
録
を
取
り
消
し
、
又
は
建
築
物
調
査
講
習

部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
年
月
日

の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命

三

建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命

じ
た
と
き
。

じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
停
止
を
命
じ
た
建
築
物
調
査
講
習

の
業
務
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
及
び
そ
の
期
間
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法
第
七
十
六
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
国
土

国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
と
な
っ
た
建
築
物
調
査
講
習

交
通
大
臣
が
建
築
物
調
査
講
習
の
業
務
の
全

の
業
務
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
及
び
当
該
業
務
を
開
始
す
る

部
又
は
一
部
を
自
ら
行
う
と
き
。

年
月
日

法
第
七
十
六
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
国
土

国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
建
築
物
調
査
講

交
通
大
臣
が
自
ら
行
っ
て
い
た
建
築
物
調
査

習
の
業
務
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
及
び
当
該
業
務
を
終
了
す

講
習
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
な
い

る
年
月
日

こ
と
と
す
る
と
き
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
四

十
七
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


